
評書

川
北
　
稔
著

『
民
衆
の
大
英
帝
国

　
　
－
近
世
イ
ギ
リ
ス
社
会
と
ア
メ
リ
カ
移
辱
1
』

秋
　
田

茂

　
本
書
は
、
精
力
的
な
研
究
活
動
を
広
範
に
展
開
し
、
配
本
の
西
洋
史
学
界

を
リ
ー
ド
す
る
阪
大
教
授
・
川
北
稔
氏
の
最
新
の
著
作
で
あ
る
。
周
知
の
よ

う
に
川
北
氏
は
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
帝
国
雁
植
民
地
体
制

を
基
軸
に
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
の
基
本
構
造
を
解
明
し
て
き
た
。
本
書
は
、
『
近

代
イ
ギ
リ
ス
史
の
再
検
討
』
（
紫
田
三
千
雄
・
松
浦
高
嶺
編
、
御
茶
ノ
水
書

房
、
一
九
七
二
年
）
で
の
問
題
提
起
以
来
、
二
十
年
余
り
に
わ
た
る
氏
の
研

究
成
果
の
集
大
成
で
あ
る
。
氏
は
既
に
、
一
九
八
三
年
に
出
た
大
著
『
工
業

化
の
歴
史
的
前
提
一
帝
国
と
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
』
（
岩
波
書
店
）
で
、
十

八
世
紀
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
イ
ギ
リ
ス
帝
国
雁
植
民
地
体
制
と
の

相
互
連
関
性
を
明
快
に
提
示
し
た
が
、
本
書
は
、
そ
の
シ
ェ
ー
マ
を
社
会
の

よ
り
下
層
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
拡
張
し
て
、
「
帝
劉
と
ノ
ソ
・
ジ
ェ
ン
ト
ル

マ
ン
」
の
「
共
生
」
的
現
象
を
解
明
し
た
著
作
で
あ
る
。
評
者
は
、
十
九
世

紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
近
・
現
代
史
を
専
門
と
し
、
必
ず

し
も
直
接
本
書
で
取
り
扱
わ
れ
る
十
七
・
八
世
紀
に
精
通
し
て
い
る
訳
で
は

な
い
が
、
著
者
と
同
じ
く
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
に
関
心
を
抱
き
、
対
外
関
係
の

観
点
か
ら
イ
ギ
リ
ス
史
を
再
考
し
よ
う
と
す
る
一
研
究
者
と
し
て
、
最
近
の

研
究
動
向
を
踏
ま
え
た
上
で
あ
え
て
本
書
の
書
評
を
試
み
た
い
と
思
う
。

二

　
「
序
・
帝
国
と
民
衆
…
一
基
本
視
角
」
で
は
、
本
書
の
主
題
と
分
析
視
角

が
提
示
ざ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
十
七
・
入
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
民
衆
に
と
っ

て
、
…
…
い
わ
ゆ
る
『
重
商
主
義
』
帝
国
の
形
成
過
程
が
ど
ん
な
意
味
を
も

っ
た
か
を
、
検
討
し
よ
う
と
す
る
」
の
が
本
書
の
主
題
で
あ
り
、
具
体
的
に

は
「
年
季
奉
公
人
の
形
態
を
と
っ
た
移
民
」
の
実
像
と
そ
の
プ
ッ
シ
ュ
要
因

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

が
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
史
の
一
環
と
し
て
闘
ら
か
に
さ
れ
る
。
史
料
と
し
て
は
、

主
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
の
諸
図
書
館
・
文
書
館
に
残
る
三
種
類
六
シ
リ
ー
ズ

（
年
季
契
約
証
書
、
年
季
契
約
に
関
す
る
市
当
局
の
公
文
書
お
よ
び
】
七
七

三
一
七
六
年
の
出
国
者
調
査
報
出
口
）
の
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
が
駆
使
さ
れ
る
。

　
従
来
年
季
奉
公
人
の
問
題
は
、
も
っ
ぱ
ら
ア
メ
リ
カ
史
研
究
者
に
よ
り
研

究
さ
れ
て
き
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
側
か
ら
社
会
史
の
文
脈
で
捉
え
直
そ
う
と
す

る
川
北
氏
の
分
析
視
角
は
、
前
作
『
工
業
化
の
歴
史
的
前
提
』
と
同
様
に
斬

新
で
あ
る
。
ま
た
、
膨
大
な
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
を
初
め
て
本
格
的
に
利
用

し
た
点
で
、
本
書
は
氏
の
前
作
を
凌
駕
す
る
研
究
密
度
の
高
い
作
品
に
仕
上

が
っ
て
い
る
。

　
第
一
章
・
「
任
意
の
年
季
奉
公
人
一
社
会
的
出
霞
」
で
は
、
従
来
の
学

説
史
を
挑
判
的
に
再
検
討
す
る
中
で
、
任
意
の
（
自
発
的
な
）
奉
公
人
の
社

会
的
出
自
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
川
北
氏
は
、
ギ
ャ
レ
ン
ソ
ン
に

よ
る
出
国
者
調
査
報
告
書
の
職
業
分
布
・
研
究
の
成
果
を
再
整
理
し
て
、
そ
の

過
半
数
を
占
め
る
「
職
業
記
載
な
し
」
グ
ル
ー
プ
が
、
実
は
社
会
的
に
独
立

し
た
人
格
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
サ
ー
ヴ
｝
，
ン
ト
」
層
で
あ
る
こ
と
、
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ま
た
、
年
齢
奉
公
人
の
地
理
的
出
自
で
多
数
を
占
め
る
ロ
ン
ド
ン
出
身
者
の

大
半
が
、
「
食
い
つ
め
て
」
地
方
か
ら
ロ
ン
ド
ン
に
出
て
き
た
「
失
敗
し
た

ロ
ン
ド
ン
人
」
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
の
上
で
、
任
意
の
年
季
奉
公

人
は
、
そ
の
大
半
が
「
い
わ
ば
転
落
の
危
機
に
曝
さ
れ
て
い
る
人
び
と
」
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
イ
ギ
リ
ス
貧
民
社
会
の
縮
図
」
で
あ
っ
た
、
と
ギ
ャ

レ
ン
ソ
ン
説
を
下
方
修
正
す
る
。

　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
…
を
駆
使
し
た
ギ
ャ
レ
ン
ソ
ン
の
計
量
的
研
究
に
対
し
て
、

同
時
代
人
の
記
述
史
料
を
突
き
合
わ
せ
る
形
で
そ
の
不
備
を
衝
く
氏
の
分
析

方
法
は
鮮
や
か
で
あ
る
。
ま
た
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
グ
ル
ー
プ
を
雄
心
と
す

る
、
近
世
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
内
人
口
移
動
研
究
の
成
果
を
取
り
込
ん
で
、

年
季
奉
公
人
の
地
理
的
出
自
を
気
障
に
す
る
着
眼
点
も
、
川
言
説
の
オ
ジ
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ

ナ
ジ
テ
ィ
ー
を
支
え
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
「
失
敗
し
た
ロ
ン
ド
ン

へ人
鼠
と
い
う
概
念
も
、
従
来
か
ら
イ
ギ
リ
ス
近
代
に
お
け
る
都
市
生
活
史
研

究
の
重
要
性
を
強
調
し
て
き
た
川
北
罪
な
ら
で
は
の
発
想
で
あ
り
、
垂
直
的

社
会
移
動
と
水
平
的
な
地
理
上
の
移
動
の
両
面
に
お
い
て
、
任
意
の
奉
公
人

の
出
自
見
直
し
に
成
功
し
て
い
る
。

　
第
二
章
・
「
イ
ギ
リ
ス
近
世
社
会
と
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ト
」
で
氏
は
、
ケ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
・
グ
ル
ー
プ
の
人
口
史
・
家
族
構
造
史
研
究
の
成
果
を
帝
国
史
研
究

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
カ
　
　
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
持
ち
込
み
、
「
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
・
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ト
」
と
い
う
独
自
な
概

念
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
農
業
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ト
を
中
心
と
す
る

サ
ー
ヴ
ァ
ン
ト
層
は
、
近
世
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
大
半
の
人
間
が
青
年
期

に
経
験
す
る
｝
種
の
「
通
過
ス
テ
イ
タ
ス
」
で
あ
り
、
そ
の
「
ラ
イ
フ
サ
イ

ク
ル
の
一
環
と
し
て
の
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ト
」
は
、
　
「
結
婚
に
よ
る
新
世
帯
の
形

成
・
近
代
的
な
賃
金
労
働
者
へ
の
入
り
口
で
あ
る
と
同
時
に
、
失
業
し
、
浮

浪
者
と
な
り
、
つ
い
に
は
犯
罪
者
と
な
っ
た
り
、
性
的
逸
脱
の
結
果
と
し
て

の
私
生
児
出
産
に
至
る
道
で
も
あ
っ
た
し
（
九
三
頁
）
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
従
来
か
ら
「
ハ
イ
ナ
ル
の
テ
ー
ゼ
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
家
族
構
造
史

の
研
究
成
粟
で
あ
る
「
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
・
サ
ー
ヴ
岬
、
ン
ト
」
を
、
帝
国
形

成
過
程
の
背
後
に
位
置
す
る
社
会
機
構
と
し
て
重
視
す
る
観
点
は
、
本
書
の

最
大
の
魅
力
で
あ
る
。
そ
し
て
、
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ト
の
雇
用
市
（
ス
タ
ッ
テ
ィ

ー
）
の
実
態
を
嗣
將
代
の
断
片
的
記
述
史
料
か
ら
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
雇
用

市
の
衰
退
1
ー
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
・
サ
…
ヴ
ァ
ン
ト
の
崩
壊
期
が
、
年
季
奉
公

人
の
消
滅
の
蒔
期
と
一
致
す
る
、
と
の
極
め
て
斬
新
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ

る
。
雇
用
市
の
実
態
に
迫
る
た
め
の
史
料
の
羅
列
的
引
用
に
は
い
さ
さ
か
問

題
は
あ
ろ
う
が
、
雇
用
市
の
普
遍
性
・
日
常
性
を
考
慮
す
る
と
、
そ
の
記
述

史
料
に
よ
る
再
現
に
限
界
が
あ
る
の
は
や
む
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
の

各
章
は
、
第
二
章
で
提
示
さ
れ
た
仮
説
を
検
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意

味
で
、
六
三
ペ
ー
ジ
の
図
ニ
ー
二
「
下
層
民
衆
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
植
民

地
」
が
本
書
の
全
体
構
造
を
的
確
に
弱
示
し
て
い
る
と
雷
え
る
。

三

　
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
が
、
具
体
的
な
十
八
憶
紀
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
問

題
と
「
重
商
主
義
」
帝
国
形
成
の
相
互
連
関
を
扱
う
部
分
で
あ
る
。
ま
ず
、

第
三
章
・
「
強
制
さ
れ
た
年
季
奉
公
人
移
民
」
は
、
犯
罪
と
帝
国
形
成
の
関

連
、
「
刑
務
所
と
し
て
の
植
民
地
」
の
機
能
が
問
題
に
さ
れ
る
。
氏
に
よ
れ

ば
、
近
世
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
刑
法
の
「
死
刑
罪
」
条
項
の
激
増
と
、
恩
赦
1
ー

ア
メ
リ
カ
植
民
地
へ
の
「
流
剤
」
の
慣
習
化
と
い
う
顕
著
な
現
象
が
見
ら
れ
、

そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
独
立
ま
で
に
五
万
人
以
上
が
流
刑
囚
一
「
強
制
さ
れ

た
年
季
奉
公
人
移
民
」
と
し
て
ア
メ
リ
カ
植
民
地
に
移
送
さ
れ
た
と
い
う
。

彼
ら
の
社
会
的
出
自
も
、
前
出
の
「
自
発
的
年
季
奉
公
人
」
の
構
成
に
極
め
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評書

て
近
く
、
九
割
が
下
層
民
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
犯
罪
」
の
激
増
は
、
嶺

晴
の
重
商
主
義
戦
争
と
平
和
の
サ
イ
ク
ル
に
連
動
し
て
お
り
、
特
に
、
平
和

の
到
来
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
る
大
量
の
海
軍
除
隊
者
と
王
立
ド
ッ
ク
で
の
解

雇
者
達
の
失
業
問
題
が
、
都
市
に
お
け
る
犯
罪
の
激
増
一
「
流
刑
」
に
つ
な

が
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
近
年
の
社
会
史
研
究
の
一
環
と
し
て
注
目
を
浴
び
る
犯
罪
史
研
究
の
成
果

を
、
重
商
主
義
戦
争
に
よ
る
帝
国
一
植
民
地
体
制
の
形
成
過
程
と
結
び
つ
け

る
川
北
氏
の
発
想
法
は
、
見
事
と
い
う
ほ
か
な
い
。
イ
ギ
ジ
ス
社
会
に
と
っ

て
、
本
土
以
外
の
地
で
戦
わ
れ
る
た
め
に
「
一
種
の
ゲ
…
ム
視
さ
れ
る
」
重

商
主
義
戦
争
よ
り
も
、
失
業
と
対
物
犯
罪
の
激
増
を
招
く
平
和
の
到
来
の
方

が
「
大
パ
ニ
ッ
ク
偏
を
意
味
し
た
、
と
い
う
指
摘
（
一
二
三
頁
）
も
、
当
時

の
支
配
層
の
戦
争
観
を
的
確
に
え
ぐ
り
だ
し
て
い
る
。
本
書
に
お
い
て
川
沈

氏
は
、
従
来
の
重
商
主
義
帝
国
を
め
ぐ
る
議
論
で
必
ず
触
れ
ら
れ
て
き
た
政

策
論
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
欲
を
言
え
ば
、
一
七
一
八
年
「
囚

人
移
送
法
」
の
制
定
過
程
や
そ
の
運
営
方
法
を
さ
ら
に
追
求
す
る
こ
と
に
よ

り
、
「
強
制
さ
れ
た
年
季
奉
公
人
扁
を
め
ぐ
る
背
後
の
諸
利
害
関
係
が
鮮
明

に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
一
七
八
八
年
に
始
ま
る
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
へ
の
「
流
剤
」
と
ア
メ
リ
カ
の
場
合
と
を
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
で
、

帝
国
1
1
植
民
地
体
制
の
再
編
・
再
建
が
有
す
る
本
国
社
会
に
と
っ
て
の
意
味

が
よ
り
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
十
九
世
紀
へ
の
展
墓
が
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。

　
次
い
で
第
四
章
・
「
海
軍
兵
士
リ
ク
ル
ー
ト
の
聞
題
…
1
『
板
子
一
枚
の
世

界
』
」
で
は
、
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
政
界
で
の
最
大
の
話
題
で
あ
り
、
民
衆

の
日
常
生
活
に
深
く
か
か
わ
っ
た
、
海
軍
兵
士
・
マ
ン
パ
ワ
…
確
保
の
問
題

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
評
者
に
は
、
こ
の
章
が
一
番
印
象
に
残
っ
た
。
特

に
我
国
の
研
究
で
従
来
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
海
軍
兵

士
の
強
制
徴
募
（
イ
ン
ブ
レ
ス
メ
ン
ト
）
を
め
ぐ
る
豊
麗
と
沿
海
地
域
・
港

湾
諸
都
市
住
民
と
の
攻
防
戦
の
叙
述
は
、
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ド
で
あ
り
、
社
会
史
研

究
の
魅
力
を
十
分
に
伝
え
て
い
る
。
常
晴
逃
亡
を
狙
っ
て
い
る
兵
員
に
依
存

し
た
、
無
敵
の
ロ
イ
ヤ
ル
：
不
ー
ヴ
ィ
ー
に
よ
る
帝
国
形
成
、
と
い
う
奇
妙

な
構
図
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
強
制
徴
募
聞
題
の
解
決
策
と

し
て
出
さ
れ
た
一
七
九
五
年
の
「
割
当
法
」
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
海
軍
兵

士
の
社
会
的
出
自
が
解
明
さ
れ
る
が
、
そ
の
結
果
は
、
年
季
奉
公
人
移
民
と

同
じ
く
、
「
各
州
の
下
層
民
社
会
の
断
面
図
」
を
示
す
と
い
う
。
後
半
部
分

で
は
、
七
年
戦
争
期
に
設
立
さ
れ
た
、
ト
マ
ス
・
コ
ー
ラ
ム
の
「
μ
ン
ド
ン

捨
て
子
収
容
所
」
と
ジ
ョ
ナ
ス
・
ハ
ン
ウ
ェ
イ
の
「
海
洋
協
会
」
を
例
と
し

て
、
当
時
の
孤
児
・
捨
て
子
対
策
が
海
軍
兵
士
増
強
紐
帝
国
形
成
と
密
接
に

繋
が
っ
て
い
た
事
実
が
解
明
さ
れ
る
。

　
本
章
の
分
析
に
よ
り
、
従
来
の
重
商
主
義
研
究
で
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
る

こ
と
の
な
か
っ
た
、
帝
国
形
成
と
マ
ン
パ
ワ
…
の
間
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
た
点
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
捨
て
子
・
孤
児
と
い
う

社
会
史
の
文
脈
に
登
場
す
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
と
帝
国
建
設
を
結
び
つ
け
る

氏
の
着
想
は
非
常
に
ユ
ニ
…
ク
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ロ
ー
ラ
ム
と
ハ
ソ
ウ
ェ

イ
に
体
現
さ
れ
た
、
コ
方
で
社
会
問
題
の
解
決
を
は
か
り
つ
つ
、
他
方
で

は
、
生
産
力
や
海
軍
力
の
増
強
を
め
ざ
し
た
」
（
一
七
四
頁
）
「
あ
ま
り
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
も
　
　
カ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
へ

現
躍
天
的
な
圏
的
意
識
…
－
…
を
持
つ
、
「
重
商
主
義
的
博
一
愛
主
義
」
「
キ
リ
ス
ト
溜
教

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
へ

的
重
商
主
義
」
と
い
う
新
た
な
概
念
の
提
囑
も
特
筆
に
値
す
る
。
と
い
う
の

も
、
地
主
証
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
的
理
念
や
十
九
世
紀
初
頭
の
非
国
教
徒
が
有

し
た
博
愛
主
義
と
も
異
な
る
、
独
自
の
七
六
を
呈
し
た
十
八
世
紀
型
の
博
愛

主
義
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
重
商
主
義
の
背
後
に
あ
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
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理
解
す
る
上
で
不
可
欠
で
あ
り
、
岡
晴
に
、
従
来
の
重
商
主
義
研
究
が
集
中

し
た
経
済
利
害
関
係
の
分
析
と
の
接
点
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
近
年
の
イ
ギ
ジ
ス
帝
国
史
研
究
の
中
で
、
帝
国
膨
張
を
媒
介
し
た
諸
々

の
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
が
果
た
し
た
機
能
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
ミ
ッ
シ
ョ

ン
の
役
割
や
博
愛
主
義
・
入
道
主
義
思
想
が
身
軽
を
集
め
て
い
る
が
、
川
北

氏
の
提
唱
す
る
新
概
念
は
そ
う
し
た
局
面
に
も
新
た
な
一
石
を
投
じ
る
も
の

で
あ
る
。

　
第
五
章
・
「
囲
い
込
み
と
移
民
一
帝
国
を
形
成
す
る
農
民
た
ち
」
で
は
、

農
地
を
求
め
て
移
住
し
た
ヨ
ー
ク
シ
ア
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
農
民
の
心
情
が

描
き
出
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
退
役
兵
士
対
策
と
フ
ラ
ン
ス
領
カ
ナ
ダ
へ

の
屯
田
兵
的
避
難
で
始
め
ら
れ
た
、
十
八
世
紀
最
大
の
ノ
ヴ
ァ
・
ス
コ
シ
ア

移
民
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
応
募
し
た
自
由
移
民
と
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
の

年
黍
奉
公
人
を
取
り
上
げ
、
彼
ら
の
移
住
に
至
っ
た
理
由
が
分
析
さ
れ
る
。

川
北
氏
に
よ
れ
ば
い
ず
れ
の
場
合
も
、
農
地
の
統
合
を
め
ざ
し
た
議
会
囲
い

込
み
と
い
う
強
力
な
プ
ッ
シ
ュ
要
因
の
作
用
を
受
け
る
中
で
、
あ
く
ま
で
も

家
族
ぐ
る
み
で
農
業
を
続
け
る
た
め
の
土
地
を
求
め
て
、
熟
慮
の
宋
の
あ
る

程
度
自
主
的
な
決
断
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
本
章
に
登
場
す
る
農
民
た
ち
を
自
由
移
民
の
典
型
と
位
置
付
け
、
彼
ら
の

移
住
に
際
し
て
の
主
体
性
を
強
調
し
す
ぎ
る
の
は
い
さ
さ
か
危
険
で
あ
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
叙
述
に
よ
り
、
移
民
者
自
身
の
、
馴
れ
親
し
ん
だ
生
活
習

轡
を
維
持
し
た
い
と
い
う
「
心
性
」
が
明
ら
か
に
な
っ
た
点
は
重
要
で
あ
り
、

近
年
の
社
会
史
研
究
の
成
果
を
帝
国
史
の
領
域
に
取
り
込
む
存
り
方
を
添
唆

す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
罠
は
、
川
北
氏
も
指

摘
す
る
よ
う
に
、
「
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
中
核
の
一
部
を
な
し
な
が
ら
も
、
そ

の
な
か
で
は
『
後
進
的
』
な
地
位
に
あ
っ
た
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
特
異
な

状
況
L
（
二
二
六
頁
）
を
象
徴
し
て
い
る
。
欲
を
言
え
ば
、
豊
北
氏
の
前
著

『
工
業
化
の
歴
史
的
前
提
』
で
は
重
商
主
義
帝
国
の
基
軸
の
一
つ
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
、
同
じ
ケ
ル
ト
辺
境
に
属
し
十
九
世
紀
に
な
っ
て
大
蟻
の
移
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
コ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
送
り
出
す
こ
と
に
な
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
の
比
較
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

評
者
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
「
本
国
に
取
り
込
ま
れ
た
帝
国
勧
植
民
地
問
題
」

と
考
え
て
い
る
が
、
当
該
期
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
ア
メ
リ
カ
植
罠
地
へ
の

移
民
に
先
行
す
る
移
住
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
撞
供
す
る
と
と
も
に
、
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
の
労
働
力
移
動
は
、
ブ
リ
テ
ン
島
内
部
の
人

口
移
動
に
も
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
は
ず
で
あ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を

比
較
の
視
座
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
当
該
期
の
イ
ギ
リ
ス
「
重
商
主
義
」

引
外
、
な
い
し
帝
国
一
植
民
地
体
制
の
霊
層
構
造
と
相
互
依
存
性
が
よ
り
鮮

明
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
氏
も
示
唆
す
る
よ
う
に
（
二
五
八
頁
）
、
ヘ
ク
タ
t

の
い
う
「
国
内
植
民
地
」
論
の
有
効
性
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
本
論
の
最
後
の
部
分
で
あ
る
「
お
わ
り
に
」
で
、
川
北
氏
は
本
書

の
結
論
を
明
確
に
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
年
季
奉
公
人
移
昆
史
に
は
、

「
形
成
途
上
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
特
性
が
、
色
濃
く
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う

べ
き
で
あ
砿
り
、
そ
れ
は
、
「
社
会
問
題
を
、
で
き
れ
ば
植
民
地
に
押
し
出

す
こ
と
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
傾
向
」
（
二
三
〇
頁
）
で
あ
っ
た
。
「
最
後
の

拠
り
所
を
植
民
地
に
求
め
る
」
こ
う
し
た
発
想
は
、
十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス

に
も
強
固
に
残
り
、
「
現
在
に
至
る
ま
で
も
、
多
少
形
を
変
え
な
が
ら
継
続

し
て
」
お
り
、
「
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
路
地
裏
は
、
　
つ
ね
に
帝
国
に
つ
な
が
っ

て
い
た
の
で
あ
る
」
（
二
三
二
頁
）
。
こ
の
主
張
は
、
角
山
榮
・
川
北
稔
編
著

『
路
地
裏
の
大
英
帝
国
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
○
年
）
で
示
さ
れ
た
氏
の
見
解

を
具
体
的
に
立
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
氏
は
、
従
来
の
わ
が
国
の
近
代
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
と
近
年
の
社
会
史
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評書

研
究
の
在
り
方
を
、
方
法
論
的
に
批
判
し
て
い
る
が
、

最
後
に
言
及
し
た
い
と
思
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

　
以
上
の
本
論
に
引
き
続
い
て
、
評
論
・
「
『
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
』

論
と
帝
国
形
成
一
…
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
の
墓
本
構
造
一
」
が
あ
る
が
、
こ

の
部
分
は
本
書
の
学
説
上
の
位
置
を
明
確
に
示
し
て
お
り
、
冒
頭
に
置
か
れ

て
も
お
か
し
く
な
い
。

　
周
知
の
よ
う
に
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
」
論
は
、
二
人
の
イ
ギ
リ

ス
帝
国
史
家
ケ
イ
ン
と
ホ
プ
キ
ン
ズ
に
よ
り
一
九
八
六
年
に
卸
町
さ
れ
た
理

論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
六
八
八
年
の
名
誉
革
命
か
ら
一
九
四
五
年
に
至
る

イ
ギ
リ
ス
近
・
現
代
史
の
特
質
を
、
「
地
代
・
金
利
生
活
者
」
で
あ
る
地
主

と
シ
テ
ィ
の
金
融
関
係
者
、
お
よ
び
諸
ブ
ロ
ク
ェ
ッ
シ
ョ
ン
等
で
構
成
さ
れ

る
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
象
」
贋
を
主
体
と
す
る
体
制
と
し
て
捉
え
、
そ

の
間
の
帝
国
形
成
過
程
を
彼
ら
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
象
」
層
の
活
動
と

結
び
つ
け
て
詳
細
に
跡
付
け
る
、
画
期
的
な
立
論
で
あ
る
。

　
川
北
磯
は
、
早
く
か
ら
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
帝
国
1
1
植
民

地
体
制
と
の
「
共
生
し
関
係
に
着
鼠
し
、
ケ
イ
ソ
、
ホ
プ
キ
ン
ズ
に
先
立
ち

一
九
八
三
年
に
上
梓
さ
れ
た
主
著
で
、
十
八
世
紀
に
お
け
る
「
帝
国
と
ジ
ェ

ン
ト
ル
マ
ン
」
の
命
題
を
歴
史
的
に
検
証
し
て
い
る
。
氏
の
独
自
性
は
、
「
工

業
化
の
歴
史
的
前
提
」
と
し
て
そ
の
命
題
を
捉
え
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
ヘ

ゲ
モ
ニ
…
は
、
産
業
革
命
期
を
経
た
一
八
四
〇
年
代
に
、
「
航
海
諸
法
と
干

物
輸
出
奨
励
金
綱
度
と
い
う
二
つ
の
政
策
体
系
…
…
が
と
も
に
廃
棄
さ
れ
る

に
盃
っ
て
、
そ
の
歴
史
的
使
命
を
お
え
る
」
（
主
著
三
五
〇
頁
）
と
理
解
す

る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
産
業
革
命
な
い
し
工
業
化
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
軽

視
す
る
ケ
イ
ン
、
ホ
プ
キ
ソ
ズ
と
決
定
的
に
異
な
る
。
逆
に
氏
は
、
帝
国
形

成
の
論
理
・
篠
動
が
十
六
世
紀
以
来
、
社
会
問
題
の
処
理
と
い
う
点
で
一
貫

し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
、
帝
国
形
成
の
論
理
と
し
て
ケ
イ
ン
、
ホ
プ
キ
ン

ズ
の
理
論
を
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

　
評
者
は
、
基
本
的
に
ヶ
イ
ソ
、
ホ
ブ
キ
ソ
ズ
の
議
論
に
賛
成
で
あ
り
、
一

定
の
変
容
を
経
つ
つ
も
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
社
会
は
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
存

続
し
た
と
考
え
て
い
る
（
そ
の
ラ
フ
な
見
取
り
図
は
、
村
岡
。
木
畑
編
償
．
世

界
歴
史
大
系
・
イ
ギ
リ
ス
史
3
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
第
五
章
参

照
）
。
そ
の
意
味
で
、
　
ケ
イ
ン
、
　
ホ
プ
キ
ン
ズ
の
「
行
き
過
ぎ
」
に
対
し
て

留
保
を
行
な
う
豊
北
氏
と
意
見
を
異
に
す
る
が
、
帝
国
形
成
の
論
理
の
一
貫

性
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
賛
成
で
あ
る
。
従
来
の
支
配
的
資
本
カ
テ
ゴ
リ
ー

論
に
よ
る
帝
国
史
研
究
の
段
階
区
分
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
海
外
膨
張
の
連

続
面
（
例
え
ば
、
帝
国
意
識
の
存
続
）
の
解
明
こ
そ
、
イ
ギ
リ
ス
近
・
現
代

史
の
特
質
を
把
握
す
る
上
で
不
可
欠
で
あ
り
、
今
後
の
帝
国
史
研
究
の
重
要

な
課
題
で
あ
る
。

五

　
以
上
、
本
書
の
内
容
に
即
し
て
論
じ
て
き
た
が
、
最
後
に
本
書
の
研
究
が

投
げ
か
け
る
撰
究
史
上
の
射
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
川
北
氏
は
、
本
書
の
「
お
わ
り
に
」
の
中
で
次
の
よ
う
な
社
会
史
批
判
を

行
な
う
。
「
社
会
史
と
い
う
も
の
が
、
と
も
す
る
と
硬
直
し
が
ち
な
経
済
史
、

な
い
し
社
会
経
済
史
か
ら
の
脱
出
の
試
み
だ
と
す
れ
ば
、
た
ん
に
国
内
の
ま

す
ま
す
小
さ
な
集
団
に
関
心
を
集
中
さ
せ
る
だ
け
で
終
わ
る
べ
ぎ
で
は
な
い

し
、
そ
の
守
備
範
囲
を
一
国
内
の
権
力
関
係
の
分
析
に
極
限
し
た
り
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
も
な
い
」
（
一
一
三
〇
一
二
三
一
頁
）
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
、
「
帝
国
形
成
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カ
　
　
た
　
　
ぬ
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
あ
　
　
へ
　
　
で
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
社
会
史
」
「
対
外
関
係
の
祉
会
史
」
と
も
い
う
べ
き
作
品
で
あ
り
、
グ
ロ

ー
バ
ル
に
展
開
す
る
帝
国
史
研
究
と
ミ
ク
ロ
な
民
衆
レ
ヴ
ェ
ル
の
意
識
・
心

性
の
問
題
を
接
合
さ
せ
、
社
会
史
・
帝
国
史
の
両
面
で
新
た
な
方
法
論
を
提

示
し
て
い
る
。
現
在
の
イ
ギ
ジ
ス
の
学
界
で
は
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
…
大
学
禺

版
局
か
ら
、
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
を
中
心
と
す
る
研
究
集
國
が
帝
国
主
義
の
文
化

的
・
社
会
的
側
面
を
多
面
的
に
扱
う
一
連
の
研
究
書
を
出
し
て
注
目
を
集
め

て
い
る
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
研
究
貸
手
と
は
別
個
に
展
開
さ
れ
た
研
究
成

果
で
あ
る
が
、
と
も
に
新
た
な
帝
国
史
研
究
の
在
り
方
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
と
こ
ろ
で
本
書
は
、
「
帝
国
形
成
の
社
会
史
」
で
あ
り
、
従
っ
て
イ
ギ
リ

ス
社
会
史
の
枠
組
内
に
留
ま
っ
て
い
る
。
大
西
洋
を
渡
っ
た
年
季
奉
公
人
の
、

ア
メ
リ
カ
植
民
地
社
会
内
部
で
の
地
理
的
・
社
会
的
移
動
や
彼
ら
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
問
題
は
、
ア
メ
リ
カ
史
の
側
か
ら
の
研
究
で
追
求
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
が
、
大
西
洋
の
両
側
を
な
が
め
る
こ
と
で
初
め
て
「
帝

も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

国
の
社
会
史
」
の
構
築
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
帝
国
建
設
者
、
移

斑
と
現
地
住
民
が
混
じ
り
あ
い
同
居
す
る
植
民
地
社
会
と
本
国
の
関
係
を
包

括
的
に
論
じ
る
（
例
え
ば
、
「
帝
国
賑
民
」
を
め
ぐ
る
論
争
）
こ
と
で
、
よ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
コ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
「
帝
国
の
社
会
史
し
が
描
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、

本
書
は
今
後
の
多
彩
な
研
究
の
方
向
性
を
示
織
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
そ

う
し
た
広
範
囲
に
わ
た
る
研
究
に
は
、
複
数
の
研
究
者
相
互
間
の
協
力
を
伴

う
共
同
研
究
の
環
境
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
川
北
氏
を
代
表
と
し
、
評
者
も

そ
の
一
員
で
あ
る
「
イ
賀
春
ス
帝
国
史
研
究
会
」
で
の
研
究
は
、
そ
の
一
翼

を
損
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
形
式
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
塞
書
に
は
史
料
・
参
考
文
献
一
覧
と

索
引
が
な
い
。
紙
幅
の
関
係
も
あ
ろ
う
が
、
「
帝
国
形
成
の
社
会
史
」
で
あ

り
、
「
自
証
の
社
会
史
」
研
究
へ
の
道
を
開
く
パ
イ
オ
ニ
ア
．
ワ
…
ク
と
し
て

は
い
さ
さ
か
片
手
落
ち
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
校
正
ミ
ス
が
散
見
さ
れ
る
点
も

残
念
で
あ
る
。

　
本
書
の
出
版
に
よ
っ
て
、
「
帝
国
と
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
し
を
主
題
と
し
、

世
界
シ
ス
テ
ム
論
と
社
会
生
活
史
を
結
合
す
る
川
北
氏
の
二
十
年
来
の
研
究

は
一
応
完
成
し
、
い
わ
ば
「
川
北
史
学
」
の
輪
郭
が
明
確
に
な
っ
た
と
い
え

る
。
今
後
さ
ら
に
氏
に
よ
っ
て
、
そ
の
枠
組
み
が
精
緻
な
も
の
に
肉
付
け
さ

れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

　
な
お
、
本
書
評
の
執
筆
に
あ
た
り
、
一
九
九
一
年
五
月
一
八
日
に
名
古
屋

大
学
で
開
催
さ
れ
た
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
研
究
会
第
四
圓
例
会
で
の
、
著
者

を
交
え
た
合
同
書
評
会
で
の
議
論
か
ら
大
き
な
示
唆
を
受
け
た
こ
と
を
明
記

し
、
謝
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。

　
　
　
（
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